
 

スクリーニング評価における良分解性物質の取扱いについて 

 

 

 平成２２年１０月８日に開催した薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質

安全対策部会化学物質調査会、化学物質審議会安全対策部会評価手法検討会、

中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、水域への排出に

関しては、専門家の意見を踏まえ、良分解性物質の分解度を考慮しながら取扱

いを検討することとなっていた（別添参照）ところ、以下のとおり取り扱うこ

ととする。 

 

○スクリーニング評価における良分解性物質の暴露クラスの付与に当たっては、

水域への排出量に、一律の係数「０．５」を乗じた値を用いる。なお、大気

中への排出量については、係数を乗じないこととする。 

○上記係数を乗ずることにより優先評価化学物質相当と判定されなくなる良分

解性物質については、３省の審議会において物質毎に検討することとする。

当該検討を踏まえ必要性が認められれば、優先評価化学物質相当と判定する。

その際の判断の基準を可能な範囲で明確にすることとする。 

○今後、新たな科学的知見が得られた場合は、この扱いを柔軟に見直すことと

する。 

 

 

＜検討に当たって参考とした事項＞ 

現時点において、水域中での良分解性物質と難分解性物質の分解の差の程度

について十分な科学的知見がない。そのため、化学物質の審査及び製造等の規

制に関する法律の分解度試験で分解度６０％以上を良分解性物質相当と判定し

ていることを参考に、これを上回らない範囲で、当面の間、一律の係数を「０．

５」とすることとした。 

ただし、良分解性と難分解性による水域中での濃度の差は、排出形態等によ

っても異なることが示唆されるなど、上記係数を乗ずることにより優先評価化

学物質相当と判定されなくなる良分解性物質についても、優先評価化学物質相

当と判定すべき場合があることが想定される。このため、このような良分解性

物質については、物質毎に検討を行い、人の健康に係る被害又は生活環境動植

物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがないと認められない場合は

優先評価化学物質相当と判定することとした。 

 

 

 

資料３－１ 



（別添） 

 

平成２２年１０月８日に開催した薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安

全対策部会化学物質調査会、化学物質審議会安全対策部会評価手法検討会、中

央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会の資料１の抜粋 

 

 

３．スクリーニング評価における良分解物質の取扱い 

良分解性物質は、本質的には環境中で分解・消失しやすいものであり、環境

中での残留性は、難分解性物質より小さいと考えられる。 

水域への排出に関しては、専門家の意見を踏まえ、良分解性物質の分解度を

考慮しながら取扱いを検討することとする。また、さらなる数値検証や新たな

モニタリングデータの取得等、得られる知見に応じて柔軟に見直す。なお、大

気への排出に関しては難分解性物質と良分解性物質とで取扱いに差はつけない。 

 

 


